
 
 
 
 
 
 

令和５年度 かがわスマートハウス促進事業補助金 

（予算額の８割到達のお知らせ） 
 
 
 
 
 
 

１ 補助申請の受付終了 

  〇予算額に到達した日をもって、申請の受付を終了し、予算額に達した当日受付

分に関しては、抽選を実施します。 
   なお、申請受付終了については、その時点で、下記ホームページにてお知らせ

します。 
 
 ＜参照＞ 

   令和５年度かがわスマートハウス促進事業補助金（HP） 
   https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/r5kagawasmarthouse.html 
 
 
２ 補助申請の留意点 

 ○今後とも、補助申請にあっては、かがわスマートハウス促進事業補助金交付要 
綱（以下「要綱」という。）を御留意ください。 
なお、補助申請に必要な書類の不足又は記載事項に不備等があった場合、要綱

第９条に定める補助金交付決定をしない場合がありますので、申請に当たり不

備等がないようお願いいたします。 
 
 

３ 問い合わせ先 

  環境政策課 カーボンニュートラル推進室計画推進グループ 

  〒760-8570 高松市番町四丁目 1 番 10 号 

  電話：087-832-3851 

    E-mail：kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp 

令和 5年 6月 12 日 

環境政策課  
カーボンニュートラル推進室計画推進グループ 

山中・片岡（内線 2851・2853） 
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 087-832-3851 

 かがわスマートハウス促進事業補助金については、令和５年４月 17 日から申請の

受付を開始しておりましたが、本日受付分をもって申請額が予算額の８割に到達し

たことをお知らせします。 
 今後は、申請額が予算額に到達した日をもって受付を終了します。 


